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平成24年 第２回（定例）木 城 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                             平成24年６月15日（金曜日） 

 

議事日程（第３号） 

                         平成24年６月15日  午前９時00分開議 

 日程第１ 各常任委員会付託議案審査結果報告 

      １）総務常任委員会付託議案（５件） 

      議案第35号 木城町印鑑条例の制定について 

      議案第36号 木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について 

      議案第37号 木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第38号 西都児湯環境整備事務組合規約の変更について 

      議案第39号 平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）（関係部分） 

      ２）産業建設常任委員会付託議案（３件） 

      議案第39号 平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）（関係部分） 

      議案第40号 平成２４年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議案第41号 平成２４年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第２ 議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第３ 総務常任委員会付託陳情審査結果報告 

      １）総務常任委員会付託陳情 

      陳情第３号 ３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元に係る意見書

の提出を求める陳情書 

 日程第４ 議員派遣の件 

 日程第５ 常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・特別委員会委員長報告 

 日程第６ 各委員会の閉会中の調査 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 各常任委員会付託議案審査結果報告 

      １）総務常任委員会付託議案（５件） 

      議案第35号 木城町印鑑条例の制定について 

      議案第36号 木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を



- 64 - 

改正する条例の制定について 

      議案第37号 木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第38号 西都児湯環境整備事務組合規約の変更について 

      議案第39号 平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）（関係部分） 

      ２）産業建設常任委員会付託議案（３件） 

      議案第39号 平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）（関係部分） 

      議案第40号 平成２４年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議案第41号 平成２４年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第２ 議案第42号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第３ 総務常任委員会付託陳情審査結果報告 

      １）総務常任委員会付託陳情 

      陳情第３号 ３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元に係る意見書

の提出を求める陳情書 

 追加日程第１ 発議第２号 ３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求める

意見書（案） 

 日程第４ 議員派遣の件 

 日程第５ 常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・特別委員会委員長報告 

 日程第６ 各委員会の閉会中の調査 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 後藤 和実君       ２番 堀田 幸君 

３番 原   博君       ５番 税田 輝房君 

６番 神野 源生君       ７番 山田 秋吉君 

８番 宮﨑 勝正君       ９番 中竹 義一君 

10番 中村 一也君       11番 甲斐 政治君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 中村 宏規君   議事調査係長 鍋倉 貴行君 
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書  記 眞﨑 哲子君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  田口 晃史君   副町長  半渡 英俊君 

教育長  小野 順章君   総務課長  横田  学君 

財政課長  田中 義彦君   会計管理者  加藤 伸一君 

企画課長  渕上 達也君   環境整備課長  間卋田辰郎君 

教育課長  長友 英親君   税務課長  伊藤  章君 

福祉保健課長  石井 雄二君   町民課長  橋本未知男君 

産業振興課長  中井 諒二君   監査委員  桑原 正憲君 

教育委員長  原  朋輝君                      

 

午前９時00分開議 

○事務局長（中村 宏規君）  皆様、おはようございます。議会の開会に先立ち、ご案内いたしま

す。携帯電話をお持ちの方はマナーモードにされるか、電源をお切りくださるようお願いいたし

ます。いま一度ご確認ください。 

 それでは、皆様、ご起立ください。一同、礼。おはようございます。ご着席ください。 

○議長（甲斐 政治）  おはようございます。定刻になりました。ただいまの出席議員は１０名で

す。 

 これから本日の会議を開きます。 

 去る、６月１１日に行われました本会議で、後藤議員の一般質問に対する産業振興課長の答弁

内容について、産業振興課長より発言訂正の申し出がありましたので、議長において許可をいた

しましたので、報告いたします。 

 なお、産業振興課長により発言を求められておりますので、これを許可いたします。産業振興

課長。 

○産業振興課長（中井 諒二君）  １番議員の質問の非農地証明までの経緯についての答弁内容で、

小丸川発電所等の事務所や宿舎などとして平成５年１２月と、平成４年１１月に事業完了までの

農地法第５条の賃貸借権の設定の許可を受けられていますと答弁しましたが、この中の「平成

５年１２月」を「平成４年１２月」に、「平成４年１１月」を「平成５年１１月」に訂正して、

おわびいたします。 

○議長（甲斐 政治）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 
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日程第１．各常任委員会付託議案審査結果報告 

○議長（甲斐 政治）  日程第１、各常任委員会付託議案審査結果報告を行います。 

 まず、総務常任委員会付託議案５件、議案第３５号木城町印鑑条例の制定について、議案第

３６号木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第３７号木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案

第３８号西都児湯環境整備事務組合規約の変更について、議案第３９号平成２４年度木城町一般

会計補正予算（第１号）関係部分、以上５件について、総務常任委員会の審査結果報告を登壇の

上、求めます。委員長、山田秋吉君。７番。 

○総務常任委員会委員長（山田 秋吉君）  平成２４年第２回木城町議会定例会において、総務常

任委員会に審査付託されました事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第

７６条の規定により報告を行います。 

 審査期日は、６月１２日から１４日までの３日間、総務常任委員会室において、委員５名の全

員が出席し、町長部局の課長以下、関係職員、教育委員会においては、教育長、教育課長以下、

関係職員の出席を求め、議案の説明を受け、慎重に審査を行いました。 

 まず、議案第３５号木城町印鑑条例の制定について、原案可決です。 

 次に、議案第３６号木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を改正

する条例の制定について、原案可決です。 

 次に、議案第３７号木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、原案可

決です。 

 審査において、今回意見書を提出するということで一致いたしましたので、ただいまから意見

書の内容を読み上げたいと思います。 

 議案第３７号に関する意見。国民健康保険税の税率については、４年間据え置いてきましたが、

長引く景気の低迷と口蹄疫や東日本大震災等により、本町の平成２４年度の税収は昨年度より

２,５００万円減の見込みであります。また、平成２３年度の保険給付費が約５億６,４００万円

で、平成２２年度より約７,３５６万４,０００円、率にして２０.２％の増加となっており、県

内の市町村の中で一番の伸び率となっております。 

 また、最近の医療費のふえ方の要因として、生活習慣病の放置による大病、適正な受診をして

いない、適正な診療を受けていない等が考えられます。本町においても、さまざまな対策を講じ

られていますが、今回の税率改正はやむを得ないものと判断いたしました。総務常任委員会とし

ては、今後の税率改正については、一般会計からの繰り入れについて町内の国民健康保険加入者

以外の整合性の面から慎重に検討し、各課のさらなる連携強化により、予防対策等による医療費

の抑制に努められるよう強く要望します。 
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 次に、議案第３８号西都児湯環境整備事務組合規約の変更について、原案可決です。 

 次に、議案第３９号平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）関係部分、原案可決です。 

 以上で、総務常任委員会付託議案の審査結果報告を終わります。 

○議長（甲斐 政治）  以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 次に、産業建設常任委員会付託議案３件、議案第３９号平成２４年度木城町一般会計補正予算

（第１号）関係部分、議案第４０号平成２４年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）、議案第４１号平成２４年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、以上３件に

ついて、産業建設常任委員会の審査結果報告を登壇の上、求めます。委員長、税田輝房君。５番。 

○産業建設常任委員会委員長（税田 輝房君）  産業建設常任委員会に付託されました事件は３件

でございます。審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第７６条の規定により報告いたし

ます。 

 議案第３９号平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）関係部分、原案可決でございま

す。 

 議案第４０号平成２４年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、原案可決でござ

います。 

 議案第４１号平成２４年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、原案可決でござい

ます。 

 付託議案中、主な審査内容につきまして報告いたします。 

 議案第３９号について、まず企画課関係ですが、観光総務費で広告料及び広報委託料として

５８万３,０００円が計上されており、これは中八重緑地公園をはじめとする木城町の観光宣伝

をテレビ、雑誌等を活用して行いたいということで、委員からは宣伝効果の確認を行っていただ

きたいということと、今後の集客を期待するという意見がありました。 

 次に、木城温泉館湯らら事業費で、温泉の改修工事の監理委託料増額分として、３９１万

９,０００円が計上されております。これは当初、改修工事の監理については設計会社１社に委

託する予定でありましたが、大規模改修であり、建築工事、機械工事と分野が２つに分かれてい

るため、工事にあたって支障がなく監理を行っていくため、県の建設技術推進機構にあわせて委

託したいということでありました。そのほか、修繕料として予備の源泉用水中モーターポンプの

オーバーホールに１３３万４,０００円、備品購入費として売店用ＰＯＳシステムなど５点の購

入に３２４万１,０００円が計上されておりました。 

 次に、環境整備課関係ですが、住宅管理費として木造住宅耐震事業補助金２２０万

８,０００円が計上されております。これは、民間住宅の、地震による被害を最小限に抑えるこ

とを目的としており、耐震工事を実施した住宅に補助金を交付するもので、昭和５６年５月



- 68 - 

３１日以前に建設された住宅については、国、県、町の補助により限度額１５０万円で２分の

１を交付するということであります。 

 また、昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日に建設された住宅については、町単独で

耐震診断及び耐震工事の補助金を交付するものということであります。 

 次に、議案第４０号ですが、水道管理費の工事請負費として２９０万円が計上されており、こ

れは比木地区の水道管が整備されていない箇所について１７０メートルの延長工事を行うという

ことで、整備することにより今後の定住促進につなげていきたいということでありました。 

 以上、審査の結果報告といたします。 

○議長（甲斐 政治）  以上で、産業建設常任委員長の報告は終わりました。 

 ただいまより、１議案ごとに質疑を行います。 

 まず、議案第３５号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３６号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３７号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３８号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３９号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４０号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４１号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。以上で、各常任委員会付託議案に対する質疑を終わ

ります。 
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 ただいまより、各常任委員会付託議案の７議案について、議案番号順に従い討論、採決を行い

ます。 

 なお、採決は起立によることといたします。 

 まず、議案第３５号木城町印鑑条例の制定について、本案に対する総務常任委員長の報告は原

案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３６号木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例の一部を改正

する条例の制定について、本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３７号木城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、本案に

対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３８号西都児湯環境整備事務組合規約の変更について、本案に対する総務常任委

員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号平成２４年度木城町一般会計補正予算（第１号）、本案に対する総務常任

委員長、産業建設常任委員長の報告はともに原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は両委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は両委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号平成２４年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、本案に対

する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号平成２４年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、本案に対す
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る産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．議案第４２号 

○議長（甲斐 政治）  日程第２、議案第４２号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題といたします。 

 本案に対する質疑は終了しておりますので、これより討論を行います。 

 本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 なお、採決は起立によることといたします。 

 本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３．総務常任委員会付託陳情審査結果報告 

○議長（甲斐 政治）  日程第３、総務常任委員会付託陳情審査結果報告を行います。 

 陳情第３号３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元に係る意見書の提出を求め

る陳情書について、総務常任委員会の審査結果報告を登壇の上、求めます。委員長、山田秋吉君。

７番。 

○総務常任委員会委員長（山田 秋吉君）  報告いたします。 

 ３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）が総務委員会に

付託されましたが、総務委員会は原案どおり採択をいたしましたので、報告をいたします。 
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 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  委員長の報告が終わりました。 

 これより質疑を行います。陳情第３号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 陳情第３号に対する総務常任委員長の報告は採択であります。 

 ただいまより討論を行います。本件に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 なお、採決は起立によることといたします。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成全員。よって、本件は委員長の報告のとおり採択することに決定いた

しました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前９時22分休憩 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

午前９時24分再開 

○議長（甲斐 政治）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りいたします。ただいま山田秋吉君ほか３名から発議第２号３０人以下学級実現・義務教

育費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）が提出されましたので、これを日程に追加し、

追加日程第１として議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。よって、意見書の提出、発議第２号３０人以下学

級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）を追加日程第１として日程を追

加し、議題とすることに決定いたしました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

追加日程第１．発議第２号 

○議長（甲斐 政治）  追加日程第１、意見書の提出、発議第２号３０人以下学級実現・義務教育

費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）を議題といたします。 
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 発議第２号３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）を議

事調査係長に朗読いたさせます。 

○議事調査係長（鍋倉貴行君）  朗読いたします。 

 ３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）。 

 ３５人以下学級について、昨年義務標準法が改正され小学校１学年の基礎定数化が図られたも

のの、今年度小学校２学年については加配措置にとどまっています。 

 日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数が

多くなっています。一人一人の子供に丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模を引き

下げる必要があります。文部科学省が実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関する国民か

らの意見募集」では、約６割が「小中高校の望ましい学級規模」として、２６人から３０人を挙

げています。このように、保護者も３０人以下学級を望んでいることは明らかであります。 

 社会状況等の変化により、学校は一人一人の子供に対するきめ細やかな対応が必要となってい

ます。また、新しい学習指導要領が本格的に始まり、授業時間数や指導内容が増加しています。

日本語指導など特別な支援を必要とする子供たちの増加や、障害のある児童生徒の対応等が課題

となっています。不登校、いじめ等、生徒指導の課題も深刻化しています。こうしたことから、

学級規模縮減以外のさまざまな定数改善も必要です。 

 子供たちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の

要請です。しかし、教育予算について、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加盟国

（２８カ国）の中で日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、義務教育費国庫

負担制度の国負担割合は２分の１から３分の１に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、

非正規雇用者の増大などに見られるように、教育条件格差も生じています。 

 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子供たちへの教育は極めて重要です。未来への先行

投資として、子供や若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につ

なげる必要があります。 

 以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、国の負担率を２分の

１に復元し、３０人以下学級の実現を強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。平成２４年６月、宮崎県木城町

議会。 

 内閣総理大臣野田佳彦殿、官房長官藤村修殿、文部科学大臣平野博文殿、総務大臣川端達夫殿、

財務大臣安住淳殿。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  議事調査係長の朗読が終わりました。発議第２号について、提出者、７番、
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山田秋吉君の趣旨説明を登壇の上、求めます。７番。 

○議員（７番 山田 秋吉君）  ３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１の復元を求め

る意見書について、提案理由の説明を行います。 

 前文は、ただいま朗読いただきましたので割愛したいと思います。本町においても、クラスに

よっては人数が多いために煩雑することも聞いております。そこで、将来を担い、社会の基盤づ

くりにつながる子供たちへの教育は極めて重要です。未来への先行投資として子供や若者の学び

を切れ目なく支援し、人材育成、創出から雇用、就業の拡大につなげる必要があります。 

 以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、国の負担率を２分の

１に復元し、３０人以下学級の実現を強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 採択していただくようにお願いをいたします。 

○議長（甲斐 政治）  提出者の趣旨説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。発議第２号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 これより発議第２号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 お諮りいたします。発議第２号３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求め

る意見書（案）は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。よって、発議第２号３０人以下学級実現・義務教

育費国庫負担２分の１復元を求める意見書（案）は原案のとおり可決されました。 

 なお、３０人以下学級実現・義務教育費国庫負担２分の１復元を求める意見書は、内閣総理大

臣、官房長官、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣に提出いたしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。よって、３０人以下学級実現・義務教育費国庫負

担２分の１復元を求める意見書は、内閣総理大臣、官房長官、文部科学大臣、総務大臣、財務大

臣に提出することに決定いたしました。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議員派遣の件 

○議長（甲斐 政治）  日程第４、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。議員派遣の件については、会議規則第１２０条の規定により、別紙のとお

り派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、別紙のと

おり派遣することに決定いたしました。 

 なお、ただいま議決いたしました議員派遣の件で後日変更等があった場合は、議長に一任願い

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、後日変更があった場合は議長に一任

することに決定いたしました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第５．各常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・特別委員会委員長報告 

○議長（甲斐 政治）  日程第５、各常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・特別委員会委員

長報告を行います。 

 これより登壇の上、各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、山田秋吉君。７番。 

○総務常任委員会委員長（山田 秋吉君）  総務常任委員会として、現在報告することはありませ

ん。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  次に、産業建設常任委員長、税田輝房君。５番。 

○産業建設常任委員会委員長（税田 輝房君）  特別報告することはございません。 

○議長（甲斐 政治）  次に、議会運営委員長、宮﨑勝正君。８番。 

○議会運営委員会委員長（宮﨑 勝正君）  議会運営委員会といたしましても、特別報告すること

はございません。 

○議長（甲斐 政治）  次に、議会広報編集特別委員長、中竹義一君。９番。 

○議会広報編集特別委員会委員長（中竹 義一君）  報告します。 

 ６月議会がきょうで終了しますので、議会広報編集特別委員会としましては、６月の２８日、

７月の２日、５日、９日、１２日、５日間の予定で議会広報編集委員会を開催いたします。議員

各位の協力をお願い申し上げます。 
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 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  以上で、各委員長の報告が終わりました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第６．各委員会の閉会中の調査 

○議長（甲斐 政治）  日程第６、各委員会の閉会中の調査を議題といたします。 

 会議規則第７４条の規定により、議会運営委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規

則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項及び次期定例会、臨時会に係

る事項について、各常任委員長から所管事務の調査について、議会広報編集特別委員長から議会

広報の編集・調査等に関することについて、閉会中の調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。議会運営委員長、各常任委員長、議会広報編集特別委員長からの申し出の

とおり閉会中の調査を認めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、各常任委員長、議会広

報編集特別委員長から申し出のとおり閉会中の調査を認めることに決定いたしました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（甲斐 政治）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 去る６月８日に開会されて以来、本日までの８日間にわたり、慎重にご審議をいただき、また

執行部におかれましても特段のご協力をいただき、予定会期内に終了できましたことを厚くお礼

申し上げます。 

 これで平成２４年第２回木城町議会定例会を閉会いたします。 

 ここで町長から発言を求められておりますので、これを許します。町長。 

○町長（田口 晃史君）  許可いただきましたので、一言お礼申し上げます。 

 ２４年第２回議会定例会、ご審議いただきましてありがとうございました。 

 上程いたしました１６議案すべて原案のとおり承認、議決、または同意をいただきました。厚

く感謝を申し上げます。 

 なお、当面いたします諸行事につきまして、お手元に配付してございますので、よろしくお願

い申し上げまして、お礼といたします。 

○議長（甲斐 政治）  議員の皆さんは、控室のほうにお願いいたします。 

○事務局長（中村 宏規君）  皆様、ご起立ください。一同、礼。ご苦労さまでした。 

午前９時39分閉会 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
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